
承認分担金工事補助金申請の流れ

補助金交付申請
※水道施設布設申込書と同時に提出

交付決定通知

水道管布設工事の着手

完了実績報告書
※水道施設寄附採納届の提出と同時

交付決定通知書の受理

補助対象工事
申請者で発注する工事（承認分担金工事）のうち、「自己の居住のための、

専用住宅又は店舗兼用住宅への給水を目的とした工事」を対象とします。

補助対象者
補助対象者は、次に掲げる条件を全て満たす必要があります。
・当該申込みに係る給水申請地に居住しようとする又は居住している給水申
請者本人（個人に限る。）であること。

・豊田市税を滞納していない者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する
暴力団員（以下単に「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴
力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

請求書の提出
※豊田市上下水道局指定請求書

添付書類
▶建築確認済証の写し等
▶その他管理者が
必要と認める書類

請求後、約1か月で口座へ
入金します。
入金連絡はありません。

約3週間

手続の方法

水道管布設工事の完了

交付決定通知の受理後、
申請内容を変更する場合、
変更申請手続が必要です。


